
耕作放棄地をなくそう！ 
≪荒廃農地利活用促進事業補助金制度≫ 

《目 的》 

 農業者の高齢化や後継者不足などにより、市内の荒廃農地は年々増加しているため、 

 犬山市では、荒廃農地を再生し、耕作する農業者等を支援します。 

 

《制度概要》 

 

（１）対象農地 

市街化調整区域内の荒廃農地（※１） 

（※１）荒廃農地とは、現に耕作がされておらず、客観的に見て通常の農作業で

は作物の栽培が不可能な状態と判定された農地です。 

 

（２）補助対象者 

対象となる荒廃農地を再生し、耕作する農業者等（※２） 

（※２）貸借（利用権、中間管理機構設定）して、耕作する者が対象となります。 

所有者が申請する場合は、やむを得ない理由（病気等）がある場合に限ります。 

 

（３）補助金額（※３） 

①重機を使用して再生活動をする場合は、６万円／１０アール（※４）で、 

上限１８万円 

②重機を使用しない再生活動の場合は、５万円／１０アールで上限１５万円 

（※３）年度中に１度までの申請となります。（※４）１０アール＝１，０００㎡ 

 

（４）その他の条件 

荒廃農地の再生を実施し、その後、耕作を３年以上継続する必要があります。耕

作の継続が確認できない場合は、補助金の返還が必要となりますのでご注意くだ

さい。また、再生後３年間については、状況報告書の提出が必要となります。 

 

  荒廃農地（再生前）               再生活動実施後の農地 

 

 

 

 

 

 



 

申請手順イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

① 農地・再生活動の確定 

※申請前（再生活動前）に事

前相談をしてください。 

※添付書類 

位置図、写真、市税の納付状

況を確認する承諾書、暴力

団排除に関する誓約書等 

③ 審査・現地確認 

※補助対象となる農地か現

地確認し、交付決定します。 

※審査期間は最大４週間 

 

補助対象者 犬山市 

②交付申請 

⑦ 審査・現地確認 

※再生活動の実施状況確認

後、補助金額を確定し、通知

します。 

※審査期間は１週間程度 

④交付決定 

⑤ 農地再生活動の実施 

※荒廃農地の再生活動を実

施し、完了次第報告してくだ

さい。 

 

⑥実績報告 

⑧確定通知 

⑬耕作の継続 

※再生活動実施の翌年から

３年間、耕作状況の報告をし

ていただく必要があります。 

⑭状況報告 

⑮現地確認 

※耕作状況報告に基づき、耕

作状況の現地確認をします。 

◇問合せ先 

 犬山市役所 経済環境部 産業課 農政担当（市役所３階） 

 電 話 ０５６８－４４－０３４１（直通） 

 ＦＡＸ ０５６８－４４－０３６７ 

 メール 040900@city.inuyama.lg.jp 

⑩補助請求 

⑫支払い 

⑨補助金の請求 

※補助金額確定後に補助金

の請求をしてください。 

⑪補助金の支払い 

※請求書提出後３週間以

内に支払います。 


